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第５３号議案 

 

 

 

芦屋市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

芦屋市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

令和元年９月２日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 伊 藤  舞 

 

 

 

 

提案理由 

 

住民基本台帳法施行令等の一部改正を踏まえ，旧氏の印鑑の登録等に関し必要な

事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

芦屋市印鑑条例（昭和５０年芦屋市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（登録資格） （登録資格） 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は，住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号。以下「法」という。）に基づき，本市が備

える住民基本台帳に記録されている者とする。 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は，住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号。以下「法」という。）に基づき，本市の住

民基本台帳に記録されている者とする。 

２ （略） ２ （略） 

（登録印鑑の制限） （登録印鑑の制限） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 市長は，登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場

合は，当該印鑑の登録をすることができない。 

２ 市長は，登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場

合は，当該印鑑の登録をすることができない。 
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改正後 改正前 

(1) 住民票に記録されている氏名，氏，名，旧氏（住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３

０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称

（令第３０条の１６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）

又は氏名，旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表して

いないもの（漢字，平仮名又は片仮名に替えられている名及び外

国人住民（法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下

同じ。）のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記録さ

れている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除

く。） 

(1) 住民票に記録されている氏名，氏，名若しくは通称又は氏名若

しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの（漢

字，平仮名又は片仮名に替えられている名及び外国人住民（法第

３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のうち

非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記録されている氏名の

片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

（印鑑の登録） （印鑑の登録） 

第６条 市長は，前条第１項の規定により本人の意思に基づく申請で

あることを確認した場合は，印鑑登録原票に印影のほか当該登録申

請者に係る次に掲げる事項を登録する。 

第６条 市長は，前条第１項の規定により本人の意思に基づく申請で

あることを確認した場合は，印鑑登録原票に印影のほか当該登録申

請者に係る次に掲げる事項を登録する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 氏名（氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されてい

る場合にあつては氏名及び当該旧氏，外国人住民に係る住民票に

通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称） 

(3) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合に

あつては，氏名及び通称） 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（証明書） （証明書） 

第１５条 証明書は，印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されてい

る印影について市長が証明するものとし，併せて次に掲げる事項を

記載するものとする。 

第１５条 証明書は，印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されてい

る印影について市長が証明するものとし，併せて次に掲げる事項を

記載するものとする。 

(1) 氏名（氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されてい (1) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合に
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改正後 改正前 

る場合にあつては氏名及び当該旧氏，外国人住民に係る住民票に

通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称） 

あつては，氏名及び通称） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 

附 則 

 

この条例は，令和元年１１月５日から施行する。 
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参 照 １ 

 

 

芦屋市印鑑条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

住民基本台帳法施行令等の一部改正を踏まえ，旧氏の印鑑の登録等に関し必要

な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 氏に変更があった者のうち申請をしたものについて住民票に旧氏の記録が可能

となったことを踏まえ，市長は，当該旧氏の印鑑を登録し，かつ証明書に記載す

ることとする。（第４条，第６条及び第１５条関係） 

 

(2) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

令和元年１１月５日 
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参 照 ２ 

 

 

  住民基本台帳法施行令抜粋（令和元年１１月５日施行） 

 

 

（氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項の特例） 

第３０条の１３ 氏に変更があつた者に係る住民票の法第７条第１４号に規定する 

政令で定める事項は，第６条の２に定めるもののほか，その者が次条第１項又は

第３項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏（その者が過去に称して

いた氏であつて，その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされてい

るものをいう。同条において同じ。）とする。 

 


